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教員採用選考に係る第一次試験の共同実施についての検討状況
 教員採用選考の共同実施については、５１自治体で構成される自治体協議会において、令和９年度から
「共通問題配付方式」による実施に向け、引き続き協議中（文部科学省は事務局の補佐として参画）。

 令和８年４月時点で、以下の内容を合意。
 ５／８（土）、６／１２（土）、７／１０（土）の３日程で実施し、別途予備日も設定
 教養試験（一般教養+教職教養）と教科専門試験の問題を作成
 中高の教科専門試験については、基本的に高校レベルの専門性が確認できる共通問題を使用、
一部教科については、共通問題+選択問題の形式

 各自治体において、試験問題及び試験時間を含む時程の改編は自由。ただし、時程の改編は、教養
試験・教科専門試験それぞれに「コアタイム」を設け、その時間帯は外さないことが条件

 作問費用は参画自治体の等分負担
※各項目の詳細については、参考資料も参照

 今年度中に、事業者への委託により問題を作成。協議会においては、問題確認のほか、試験当日の具体的
な運営や、令和１０年度実施に向けた論点等について、引き続き議論。

 作問事業者については、公募により決定済。協議会として協定書を締結後、各自治体と事業者の間で順次
契約を締結予定。
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協議会へ参画している５１自治体 ※令和８年４月時点

北海道、青森県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、
静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、島根県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、
佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
札幌市、仙台市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、北九州市、福岡市、熊本市、大阪府豊能地区



共同実施に向けたモデル問題
 二次試験も含めた試験の質の向上は、共同実施の重要な目的の一つ。令和７年度、文部科学省の事業と
して、共同実施に向けたモデル問題を作成。

 各自治体で実施している従来の教員採用選考をベースに、例えば他教科との連関や、日常生活や授業での
指導の中で生じ得るような場面設定などにより、単純な知識再生型の問題ではなく、教師に求められる資質・
能力（思考力・判断力・表現力等）のより効果的な評価を図っている。

３

例② 専門教科 理科（中学校・高等学校 共通）
授業中に教師と生徒とのやり取りの中で生徒に考えさせる、
というような、受験者が入職後に、教師として体験すること
が考えられる場面設定を行っている。

例① 専門教科 国語（中学校・高等学校）
文章（連続型テキスト）以外の形式で情報が表現された、非連続型テ
キスト（図）を読解する能力を見る問題を通じ、他教科（数学）との
関連性の中で読解力を問うようにしている。
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現状

それぞれの自治体において、試験問題を作成

第一次選考、第二次選考のすべての事務を各
教育委員会でそれぞれ実施

各教育委員会の採用選考担当は、学生募集か
ら問題作成、試験当日の運営や採点対応など
に従事

教員志望者が複数自治体を受験する際、現状
それぞれの教育委員会が実施する試験に申し
込み、それぞれの試験を受験する必要がある

共同実施の効果

複数の自治体が問題作成に参画することにより
試験内容の質が向上

第一次選考の問題作成に係る負担軽減により、
第二次選考において人物重視の丁寧な選考が
可能に

教員採用選考に係る作業や経費の合理化によ
り、学校現場への支援により注力できる

一度の試験の受験で複数自治体に応募できる
ことにより、受験者の選択肢が拡大

 現在、公立学校の教員採用選考試験に係る第１次選考は、各都道府県・指定都市教育委員会が、それ
ぞれ独自で実施しているところ。

 試験実施を共同で行うことで、試験内容の質向上、より丁寧な二次選考の実施等の効果が見込まれる。

教員採用選考試験に係る第１次選考の現状と共同実施の効果
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統一試験方式 共通問題配布方式
第三者機関が作問から開催まで

一括して処理

・一次試験の業務大部分を共通化す
ることにより、負担軽減の効果も大
きい
・自治体独自の問題の追加や改変は
できない
・一次試験の実施日は統一されるが、
二次試験の実施日まで統一する必要
はない
・一次試験の出願と二次試験の出願
を分けることで他自治体との併願が
可能

第三者機関が作成した問題を活用し
て

従来通り各教育委員会が試験を運営

・負担軽減の効果が限定的（作問の
負担軽減が中心）
・共通問題をベースとしつつ、自治
体独自の問題の追加や改変が可能
・試験問題の大部分が共通となるの
で、一次試験の実施日を統一するこ
とが必要
・共通問題をベースとしつつも同一
の試験問題ではないため、他自治体
との併願が困難
・大きな仕組みの変更を伴わずに実
施が可能

共同実施で想定される実施方式について
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統一試験方式 共通問題配布方式

受 験 者

第一次選考
（共同実施）
A県、B県、C県

A県第二次選考

B県第二次

統一日

個別日程

従来通り地域ブロックで試験日を統一
することもあり得る

①共同実施される
第一次選考に出願

受 験 者

A県 B県 C県統一日

第一次選考（共通問題配布）

希望する
自治体に出願

A県第二次選考

個別日程

共同実施に参加する自治体間においても
第二次選考の日程が異なる自治体との併願が可能

同一日程で実施する自治体間の併願は困難だが、
統一日を複数用意して、日程の重ならない自治体を

併願できるようにすることが想定される

C県第二次

D県
第一次

D県
第二次

共同実施に参
加しない

自治体に出願

共通問題ををベースと
しつつ、同一試験では
ないため併願不可

②各自治体で
実施される第二
次選考に出願

D県
第一次

D県
第二次

共同実施に参
加しない

自治体に出願

C県第二次

共同実施における出願イメージ
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共同実施の実施教科等について①

共同実施の具体的フレームについて、詳細は以下のとおり。

○すべて択一式（マークシート）で実施

○「教養試験」は、 ６０分 ４０問 程度

  ・ 費用対効果の観点から、一般教養と教職教養を統合した形で実施する。

  ・ 一般教養１０問＋教職教養３０問 程度 を目安とする。

校種等 受験が必要な試験区分

小学校 「教養試験」＋「小学校教科専門」

中学校 「教養試験」＋「中学校教科専門」

高等学校 「教養試験」＋「高等学校教科専門」

特別支援学校
「教養試験」＋「特別支援教育」＋小中高いずれかの校種の「教科専門」
（「特別支援教育」を受験科目にするかなど、自治体により異なる）

養護教諭 「教養試験」＋「養護教諭」

栄養教諭 「教養試験」＋「栄養教諭」

８



○教科専門は、１教科あたり ６０分２５問 程度

  ・ 小学校については、試験区分は一種類とし、小学校免許の取得に必要な教科専門に関する内容※を万遍なく
出題する。（※国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育及び外国語）

  ・ 中学校及び高校については、教科に沿った試験区分とする。

  ・ ただし、例えば高校の理科は採用区分自体がそれぞれ物理／化学／生物／地学に分かれていることが多いこと

を踏まえ、このようにさらに細かい区分が必要な教科については、共通問題＋選択問題の構成とし、

共通問題 １５問＋選択問題 １０問 程度 とする。

  ・ 数学については、共通問題 ２０問＋選択問題 ５問 程度 とし、選択問題は中学数学及び高校数学とする。

  ・ 特別支援教育、養護教諭、栄養教諭については、それぞれ試験区分を設ける。

・ 選択問題を設ける教科は、以下の通り。

共同実施の実施教科等について②

９

共通問題 選択問題

社会

中学社会

倫理

政治経済

地理

日本史

世界史

共通問題 選択問題

数学
中学数学

高校数学

共通問題 選択問題

工業
（高校のみ）

機械

電気・電子

建築

土木

化学

共通問題 選択問題

理科

中学理科

高校物理

高校化学

高校生物

高校地学



 共同実施を通じて試験問題の質を向上させ、質の高い教員を確保することが重要。

 そこで、試験作成にあたっては、以下の観点を考慮する必要がある。

 中学校から高等学校にかけては、学習内容の連続性が高く、中学校教師に求められる教科専門性が高校教
師よりも低いわけではない

 また、大学による教員養成においては、教育職員免許法施行規則に定める、教科毎に修得が必要な事項の
名称が中学校・高等学校で同一である場合は、両学校種で科目を共通に開設することがほとんどであり、学
校種で能力に差をつけることを想定していない

 加えて、多くの自治体が参画しやすいものにして共同実施のメリットを最大化するためには、作問に係る費用や、
各自治体における問題の確認に要する負担も勘案する必要がある。

中高教科専門試験の問題について

１０

 中高教科専門の試験問題は、原則として共通問題を使用し、高校レベルの専門性が確認できるものとする。

 ただし、中学と高校で試験問題を分けた方が良いという意見の多かった 社会・理科・数学については、以下のとお
りとする。

 社会・理科については、「共通問題＋選択問題」の構成をとったうえで、選択問題部分に中学校用のカテゴリ
ーを設け、中学校固有の内容（指導法に関する内容等）を出題する。

 数学については、「共通問題＋選択問題」の構成をとり、選択問題において、中学校・高校それぞれに固有
の内容（指導法に関する内容、数学Ⅲに関する内容等）を出題する。

 社会・理科の選択問題に１０問、数学の選択問題に５問をそれぞれ追加する。

 その他、細分化したい教科や、独自に問いたい内容等については、各自治体において問題を改編をすることや、
二次試験の内容を工夫することで対応が可能。



試験当日の時程について

＜標準時程＞

９：３０～１０：３０
（６０分）

教養試験

（休憩：４０分）

１１：１０～１２：４０

（６０＋３０分）

小学校教科専門、
中学校教科専門、
高等学校教科専門、
栄養教諭、養護教諭

１１：１０～１２：１０
（６０分）

小学校教科専門、
中学校教科専門、
高等学校教科専門、
栄養教諭、養護教諭、
特別支援教育

＋特別支援教育 ※自治体によってパターンを選択可能

特支の前に
休憩時間を
設けないことで
漏洩防止 特支の受験者に

基礎校種部分を
受験させない場
合はこちらで対応

問題改編により、
小中高の試験でも
特支の出題が可能「基礎校種+特支」

で受験させる場合
はこちらで対応

 標準時程を下表のようにおき、共通作成した試験問題の改編は認めつつ、以下のようにする。

 教養試験・専門試験ともに「コアタイム」を設け、コアタイムさえ順守していれば、延長・短縮は自由
とする。

 特別支援教育の試験について、別での実施と一括での実施のどちらも認める。ただし、別で実施す
る場合は、漏洩防止のため、その他の専門試験に続けて行うこととし、休憩時間を設けない。

 休憩時間を設けずに２科目の試験を行う方式を採る場合、各自治体の判断で、特別支援教育だけ
でなく、例えば小学校を別で実施することも可能となるなど、併願にかかるデメリット等を軽減。

 例えば、教室を分けて以下の両パターンの試験を両立することなどが考えられる。

⁃ ①小中高養栄＋特支 ⇒ 特支受験者に基礎校種の専門試験も受けさせられる
⁃ ②中高養栄特支＋小 ⇒ 小中の併願者にどちらの専門試験も受けさせられる

 遅刻及び早退については、認めるか否かは各自治体の運営上の判断に委ねることとしつつ、

問題漏洩リスクを避けるために、遅刻はコアタイムまで、早退はコアタイム以降のみ認める（急病による
早退を除く）。

１１

特支以外でこのパターンを
実施することも考えられる



例①　◎ 例②　◎ 例③　✖ 例④　◎ 例⑤　◎ 例⑥　✖

8:30 8:30
8:40 8:40
8:50 8:50
9:00 教養試験開始 教養試験開始 9:00
9:10 9:10
9:20 教養試験開始 9:20
9:30 教養試験開始 　　　　　   60分 　　　　　   60分 9:30
9:40 教養試験開始 9:40
9:50 　　　　　   50分 　　　　　   20分 9:50

10:00 教養試験終了 教養試験終了 教養試験開始 教養試験終了 10:00
10:10  60分 　　　　　　20分 10:10
10:20 教養試験終了 　　　　　   80分 　　　　　　40分 　　　　　　40分 専門試験開始 10:20
10:30 10:30
10:40 　　　　　　50分 教養試験終了 専門試験A開始 専門試験開始 　 　　　　  80分 10:40
10:50  40分 　　　　　　40分 10:50
11:00 　　　　　　40分 　　　　　　 ＋ 11:00
11:10 専門試験開始 　　　　　　60分 　　　　　　50分 教養試験終了 　　　　　　30分 11:10
11:20 専門試験開始 　　　　　　 ＋ 11:20
11:30 　　　　　　50分 　　　　　　30分 専門試験終了 11:30
11:40 専門試験A終了 専門試験開始 11:40
11:50 　60分 11:50
12:00 60分   　　　　　　60分 　　　　　　90分 　　　　　　30分 12:00
12:10 　　　　　　  + 専門試験B開始 12:10
12:20 30分   　　　　　　40分 専門試験終了 12:20
12:30 　　　　　　30分 12:30
12:40 専門試験終了 専門試験B終了 12:40
12:50 専門試験終了 専門試験終了 12:50
13:00 　　　　　　110分 13:00
13:10 13:10
13:20 13:20
13:30 専門試験終了 13:30

　→コアタイムを外れて
　　漏洩リスク

教養試験開始

標準時程

　→試験時間は改編して
　　いるが開始時刻は同じ

　→開始時刻・試験時間
　　ともに改編だが、
　　コアタイム順守

　→専門試験を２つに
　　分けて休憩時間を
　　設けると漏洩リスク

教養試験終了

専門試験開始

専門試験終了　　  ＋

　→開始時刻・試験時間
　　ともに改編だが、
　　コアタイム順守

　→開始時刻・試験時間
　　ともに改編だが、
　　コアタイム順守

１２

試験当日の時程（イメージ）
 以上に基づき、具体的に調節可能な範囲を考えると、以下のとおり。

 図に示す太線の赤枠を「コアタイム」とし、教養試験は１０：００、専門試験は１１：４０に、それぞれ試験時
間がかかるようにすることを時程改編の条件とする。

他会場では試験
開始前の可能性
⇒漏洩リスク！

他会場で終了した
試験と同一問題が
出題される可能性
⇒漏洩リスク！
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